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介護サービスや介護予防サービスの利用には、申請と認定が必要です。 
 

☆介護・介護予防サービスを利用するには… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①申請 

申請に必要なもの 

・要介護・要支援認定申請書 

・介護保険の保険証 

・医療保険の保険証（40歳以上 65歳未満の人） 

・主治医の意見書（本人の主治医に、心身の状況に

ついての意見書を作成してもらいます） 

申請の窓口 

高齢介護課   ℡.0766-20-1165 

②認定調査 

  市の職員などが自宅などを訪問し、心身の状況などについて、本人や家族

から聞き取り調査を行います。 

③介護認定審査会で判定 

④認定結果の通知 

要介護状態の区分 

・地域の健康づくり教室や介護予防事業を受けられる方…非該当 

・介護保険の介護予防サービスを受けられる方…要支援 1.2 

・介護保険の介護サービスを受けられる方…要介護 1～5 

※認定には有効期限があります。有効期限前に更新手続きが必要で、要介護

の程度に変化があった場合は、再度認定の申請をします。 

⑤ケアプランの作成 

  要介護の程度によって、保健師や介護サービス提供事業者などとケアプ

ランを作成します。利用者に合わせた内容を、本人・家族・担当者が話し

あって検討します。 

※介護・介護予防サービスを受けるには、ケアプランの

作成が必要です。 

※ケアプランの作成に利用者負担はありません。 
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高齢介護課 

要介護等の認定までの流れ 
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介護保険、介護予防事業で利用できるサービス（例） 
 

 （要介護度） （必要な支援） （受けられるサービス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥介護・介護予防サービス開始 

  作成したケアプランにもとづいて、介護または介護予防サービスを利用し

ます。 

要介護認定

を受けた 春子さん

自宅の段差やトイレ

等を使いやすくしたい

・福祉用具貸与

・福祉用具購入費支給

・住宅改善費支給

非該当と認定を

受けた 冬彦さん

気分転換も兼ねて

運動や健康づくり

をしたい

・運動機能、口腔機能の

向上

・閉じこもり、認知症の

予防

要支援認定

を受けた 夏男さん

自宅でリハビリなどの

サービスを受けたい

（介護予防）

・訪問リハビリテーション

・訪問看護

・居宅療養管理指導

要支援認定

を受けた 秋江さん

専門施設で要介護に

ならないように

訓練したい

（介護予防）

・通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

・通所リハビリテーション


